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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

 

① 現状分析                                  

 ラッシュ時のバスの速達性・定時性の確保等、公共交通サービス水準を向上すると

ともに、郊外においては、不採算路線の廃止に伴う、住民の移動手段の確保が喫緊

の課題となっている。 

 中心市街地周辺の住宅地においては、高低差のある地形や狭隘な道路幅員などから、

交通アクセスが十分とは言えないところも見られ、高齢社会を見据えて公共交通の

充実が求められている。 

 

② 事業の必要性                                

【公共交通機関の利便性の増進を図るための事業】 

 バス交通の充実と中心市街地の歩行者・自転車通行量の増加を目指すとともに、路

線バスの利便性、快適性の向上を図るため、これまで取り組んできた事業に対して

継続的かつ発展的に取り組むとともに、バス利用の快適性と利便性の向上を図るた

めの事業を総合的に推進する。 

 公共交通機関や駐車場利用者の中心市街地内での円滑な移動と、回遊性の向上を図

るため循環バスを運行する。 

 

③ フォローアップ                               

年１回、基本計画に位置付けた取り組みの進捗調査を行い、目標指標への効果を把

握しながら、必要に応じて事業の改善などの措置を講ずる。 

 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実

施時期 

実施主

体 

目標達成のための位置付け及び

必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他の

事項 

〔事業名〕 

住民バス等運行事

業 

 

〔内容〕 

○山の手地区での

乗合タクシーの運

行 

○対象区域（中心市

街地：日和が丘、中

心市街外：大手町、

宜山町、泉町、羽黒

町の一部、南光町の

一部） 

○住民バスの運行 

○対象区域（水押・

開北・大橋・水明地

区） 

 

〔実施時期〕 

平成22年度～ 

 

山の手

地区乗

合タク

シー運

行協議

会 

 

水押・

開北・

大橋・ 

水明地

区住民

バス運

行協議

会 

高台にある山の手地区におい

て、中心市街地などへの通院や買

い物をする方の利便性、快適性の

向上を図るために乗合タクシー

（セダンタイプタクシー車両）を

運行する。 

運行日、運行頻度は、平日（月

曜日～金曜日）で１日４往復。運

行時間の１時間前までに電話で

予約するシステム。サービスエリ

アの世帯から一定額を徴収する

とともに、利用者は300円/回・人

を支払う。 

また、中心市街地周辺の水押・

開北・大橋・水明地区については、

定時定路線型の住民バス（ワゴン

車・９人乗）を運行し、ＪＲ石巻

駅へのアクセス性を高めること

で、公共交通の結節点としての機

能の向上を図る。 

本事業は、歩行者・自転車通行

量、定住人口に効果のある事業で

ある。 

〔支援措置〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実施時期〕 
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JR石巻駅 

■駅周辺整備事業【社会資本整備総合

交付金】 

・石巻駅前緑化整備事業 

・石巻駅前にぎわい交流広場整備事業 

・石巻駅前駐輪場整備事業 

○新庁舎移転事業【合併特例債】 

・市民交流スペース 

■道路整備事業【社会資本

整備総合交付金】 

・（仮称）食彩通り整備事業 

○地域交流センター 

・図書館、公民館施設等の整備 

○石巻健康センターあいプラザ・石巻 

（旧ペアーレ）利活用事業（健康増進施設） 

○石ノ森萬画館 

リニューアル事業 

□ 川を活かしたまちづくり事業 

【地域活性化・臨時交付金】 

（中央二丁目１１番地区・旧丸光跡地利活用事業） 

(暫定活用) 

・旧丸光解体事業 

・駐車場整備事業 

（将来活用） 

・旬鮮市場、オープンカフェ等の設置 

■住吉公園整備事

業【社会資本整備総

合交付金】 

・住吉公園整備事業 

○中瀬民間開発事

業 

・西洋式庭園の整

備（花畑・噴水の整

備） 

・野外音楽堂の整

備（自然景観を活

かした癒しの場の

提供） 

・地中海風シーフ

ード・レストラン（地

産地消の推進） 

主  要  事  業  位  置  図 

○河川改修事業 

【国直轄事業】 

・河川堤防の整備 

○地域住宅整備事業 

・第１分庁舎利活用事業 

 ■みなと石巻 まちなか賑わい 

交流拠点事業【戦略補助】 

・まちなかコミュニティ、お休み処、子育て

支援 

・まちなかギャラリー 

・まちづくりワークショップ 

・まちなか博物館 

 ■中心市街地活性化協議会事務局支援

事業【戦略補助】 

・空き店舗活用調査 

・中心商店街の連携とコンセンサス 

形成事業 

 ○商業活性化事業 

・活き活き・わくわく回遊事業 

・立町大通り商店街アーケード 

リニューアル事業 

・まちなか元気・賑わい創出事業 

 ■マンガモニュメント整備事業及び案

内標識整備事業【社会資本整備総合

交付金】 

・マンガモニュメント設置 

・案内板設置 

 ■まちなか広場整備事業【社会資本整備

総合交付金】 

・まちなか広場整備事業 

・社会福祉協議会ビル解体事業 

・まちなか広場利活用ワークショップ事業 

・まちなか広場利活用イベント開催 

 
 ■地域優良賃貸住宅（高齢者型） 

供給促進事業【高齢者等居住安定化

推進事業】 

・高齢者向け住宅と高齢者生活支援施

設の一体的な整備事業 

 ■マンガロード再生事業 

【地域商店街活性化補助金】 

・マンガモニュメントの整備 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 


